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報 道 発 表 資 料 
令和 5 年７月 19 日 
国 立 国 会 図 書 館 

 

「電子図書館のアクセシビリティ対応ガイドライン 1.0」 

を公開しました 
 

 国立国会図書館は、「電子図書館のアクセシビリティ対応ガイドライン 1.0」を公開しまし

た。本ガイドラインは、電子図書館（商用の電子書籍を図書館を通じて提供するサービス）

を、視覚障害者等が利用するにあたって必要なアクセシビリティに係る要件を整理したもの

です。 

 

 令和元年 6月に、「視覚障害者等の読書環境の整備

の推進に関する法律」（令和元年法律第 49号）が施行

され、令和 2年 7月には、同法第 7条の規定に基づい

て、文部科学省及び厚生労働省において「視覚障害者

等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画」が

策定されました。同基本計画は、音声読み上げ機能等

に対応したアクセシブルな電子書籍等を提供する民間

電子書籍サービスについて、関係団体の協力を得つつ

図書館における適切な基準の整理等を行い、図書館へ

の導入を支援することを求めています。「電子図書館の

アクセシビリティ対応ガイドライン 1.0」は、この施

策を実施するものとして、国立国会図書館が事務局と

なり、「図書館におけるアクセシブルな電子書籍サービ

スに関する検討会」が作成したものです。 
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① 本ガイドラインの目的 

・ 商用の電子書籍を図書館を通じて提供するサービスである電子図書館を視覚障害者等が利

用するにあたって必要なアクセシビリティに係る要件を整理することを目的とします。 

② 本ガイドラインの対象 

・ 電子図書館システムのうち、本ガイドラインが対象とする部分は、ウェブサイトとビュー

アです。 

③ ユースケース 

・ 各種図書館においては、電子図書館を調達・導入するための仕様を検討する際などに利用

されることを想定しています。 

・ 電子図書館事業者においては、自社が提供するサービスの開発・改修時において、アクセ

シビリティの対応項目や優先順位を検討する際などに利用されることを想定しています。 

④ 本ガイドラインが示す基準 

・ 電子図書館のアクセシビリティを維持するために、公立図書館等と電子図書館事業者のそ

れぞれに対して、求められる運用体制と運用手順を定めました。 

・ 電子図書館のウェブサイトとビューアのそれぞれにつき、利用者が電子図書館を閲覧する

導線に沿って、利用手順ごとに、「アクセシビリティ要件」として、実現することが望ま

しい要件を定めました。 

・ 各「アクセシビリティ要件」には、1から 3までの「ステップ」を付与することで重みづ

けを行いました。 

 

「電子図書館のアクセシビリティ対応ガイドライン 1.0」は、以下に掲載しています。 

URL: https://www.ndl.go.jp/jp/support/guideline.html 

お問合せ先 総務部総務課広報係 03-3506-5103（直通） 


